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低入札価格調査制度調査対象工事における前金払の縮減について

国土交通省直轄工事における前金払については 「公共工事の代価の前金払について」、
（平成１５年３月３１日付け国官会第２７６３号）等により規定されているところであ

、 （ 、「 」 。）るが 予算決算及び会計令第８６条に規定する調査 以下 低入札価格調査 という
を受けたものとの契約については、当分の間、下記のとおり取扱うこととしたので通知
する。

なお、本通達の措置の対象となった場合においても、中間前金払及び部分払は引き続
き利用できるので、その積極的な活用が図られるよう留意されたい。

記

１．工事請負契約書における取扱い
工事請負契約書第３４条第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に読み替える。

「 」 「 」 、「 」工事請負契約書第３４条第５項中 １０分の４ を １０分の２ に １０分の６
を「１０分の４」に読み替える。

工事請負契約書第３４条第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、
「１０分の６」を「１０分の４」に読み替える。

２．入札前の周知
入札説明書において、低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書

案第３４条第１項中「１０分の４」を「１０分の２」とし、第５項、第６項及び第７
項もこれに準じて割合を変更する旨明記するものとする。

指名通知並びに公募型指名競争入札にあっては技術資料収集に係る掲示及び工事希
望型指名競争入札にあっては技術資料の提出を求める際に送付する資料並びに現場説
明書において、低入札価格調査を受けたものとの契約については、前金払の割合を請
負代金額の１０分の２以内とする旨明記するものとする。

また、現場説明書においてはあわせて工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払
の請求を妨げるものではない旨を明記するものとする。

附則
この通達は、平成１５年５月１日以降入札公告又は指名通知若しくは技術資料収集

に係る掲示若しくは技術資料の提出を求める際に送付する資料の送付を行う工事に適
用する。


